
長久手市議会教育福祉委員会 所管事務調査 次第

日時 令和元年１２月９日（月）

場所 本庁舎２階 委員会室

１ 介護保険について

（１）財源の構成、介護保険の仕組み及び現状

介護保険サービスの財源構成 （資料１）

介護保険特別会計決算額 （資料２）

要介護（要支援）認定者数 （資料３）

要支援・要介護認定者の状況 （資料４）

長久手市介護認定審査会における認定有効期間 （資料５）

（２）利用者の自己負担と事業者への給付費の関係

週間サービス計画表 要介護１ （資料６）

要介護４ （資料７）

参考資料

① すこやか介護保険

② 長久手市内介護保険サービス事業所一覧

③ Q＆Aでわかる介護保険料



資料１

１６６ 長久手市第８次高齢者福祉計画及び第７期介護保険事業計画

２）介護保険サービスの財源構成

介護保険のサービス提供に要する費用は、利用者の自己負担分を除き、約半分を公費で、

残りの半分を40歳以上の被保険者の保険料で賄われます。

本市は、全国平均に比べ後期高齢者が少なく、所得の高い被保険者が多いため、調整交

付金はゼロとなる見込みとなることから、本市における介護保険サービスの財源構成は、

図表６－52のとおりとなる予定です。

図表６－52 本市の標準給付費及び地域支援事業費の財源構成
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資料2

年度 歳出総額 前年との差額
平成１２年度 609,017,053 
平成１３年度 763,134,133 154,117,080 
平成１４年度 805,451,668 42,317,535 
平成１５年度 860,980,431 55,528,763 
平成１６年度 977,607,192 116,626,761 
平成１７年度 1,057,289,584 79,682,392 
平成１８年度 1,264,975,756 207,686,172 
平成１９年度 1,274,012,232 9,036,476 
平成２０年度 1,362,129,818 88,117,586 
平成２１年度 1,417,081,256 54,951,438 
平成２２年度 1,479,608,173 62,526,917 
平成２３年度 1,551,660,601 72,052,428 
平成２４年度 1,749,704,125 198,043,524 
平成２５年度 1,804,909,998 55,205,873 
平成２６年度 1,951,393,686 146,483,688 
平成２７年度 2,201,472,455 250,078,769 
平成２８年度 2,188,080,603 -13,391,852 
平成２９年度 2,314,762,038 126,681,435 
平成３０年度 2,422,211,673 107,449,635 

介護保険特別会計　決算額（歳出）
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資料3

要介護(要支援）認定者数(令和元年９月末現在)

要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 合計 （男性） （女性）

294 233 158 157 133 975 331 644

要支援１ 要支援２ 合計 （男性） （女性） 総合計

246 207 453 137 316 1428

要介護状態区分とおおむねの目安

非該当 自立者

要支援１ 日常生活能力は基本的にあるが、要介護状態にならないよう支援が必要

要介護１ 立ち上がりなどに支えが必要。排泄、入浴などに一部介助が必要

要介護２ 立ち上がりや歩行に支えが必要。排泄、入浴などに一部又は多くの介助が必要

要介護５ 意思の伝達が困難。生活全般に全面的な介助が必要

要支援２ 要支援１の状態より基本的な日常生活能力がわずかに低下し、何らかの支援が必要

要介護３
立ち上がりや歩行などが自力でできない。排泄、入浴、衣服の着脱などで多くの介助
が必要

要介護４
立ち上がりなどがほとんどできない。排泄、入浴、衣服の着脱などに全面的な介助が
必要



資料４

１６ 長久手市第８次高齢者福祉計画及び第７期介護保険事業計画

73

73

104

118

134

146

164

186

211

184

148

141

134

122

111

138

144

151

165

169

132

123

151

174

185

218

262

244

258

288

135

137

135

151

159

173

201

207

211

218

138

142

124

120

128

120

138

139

148

158

132

140

147

135

133

132

129

146

138

148

87

83

80

93

111

114

113

142

135

123

845

839

875

913

961

1,041

1,151

1,215

1,266

1,288

0 500 1,000

2008年

2009年

2010年

2011年

2012年

2013年

2014年

2015年

2016年

2017年

（人）

要支援 要介護

１ ２ １ ２ ３ ４ ５

第２）要支援・要介護認定者の状況

(1) 認定者数の推移

2017（平成29）年９月末現在、要支援・要介護認定者数は1,288人です。2008

（平成20）年から2017（平成29）年までの９年間で440人以上増加しています。

要介護度別にみると、要支援１～要介護２の比較的軽度の増加が著しく、特に要

介護１は2.2倍となっています。

2017（平成29）年９月末現在の要介護度別の認定者数と認定率をみると、65

歳以上の第１号被保険者(1)の認定者は1,229人、第１号被保険者の13.9％にあたり

ます。75歳以上の認定者の割合は28.5％と、75歳以上の４人に１人以上が認定者

となっています。

図表２－14 認定者数の推移

資料：介護保険事業状況報告（各年９月末現在）

1() 第 1 号被保険者：市町村の区域内に住所を有する 65 歳以上の人。要介護認定を申請して、認定される
と介護保険の給付を受けることができる。



資料5

（運用開始　平成31年4月3日）

＜改正前＞

現在の介護度 認定結果 最長有効期間 備考

要支援１～２
又は

要介護１～５

要支援１～２
又は

要介護１～５
２４か月

・新規申請・区分変更の場合は
１２か月

＜改正後＞

現在の介護度 認定結果 最長有効期間 備考

要支援１～２
又は

要介護１～５

要支援１～２
又は

要介護１～３
２４か月

長久手市介護認定審査会における認定有効期間

・新規申請・区分変更の場合は
１２か月

・更新で「現在はサービス利用
の予定はないが念のため申請
をする」場合は３６か月

・認定調査時に入院している場
合は慎重に判断する。

要支援１～２
又は

要介護１～５
要介護４～５ ３６か月



資料６



資料７


